
作成

[広島県]

[令和 6年 8月 1日　から　令和 6年 8月31日　歯科] 令和 6年 9月 3日 頁1
処理年月日

保険医療機関・保険薬局　取消機関一覧表

医療機関所在地項番 医療機関番号 医療機関名称 開設者氏名 取消年月日 取消理由 備考

広島市安佐南区八木２丁目６
－３９－７

1 すみれ歯科クリニッ
ク

岸本　亮義02,3588,1 取消相当令和 6年 8月27日 健康保険法第８０条
第１号、第２号、第
３号及び第６号


